
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
） 

第
四
条 

次
条
第
二
号
で
定
め
る
校
務
を
分
掌
す
る
教 

育
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該 

各
号
に
掲
げ
る
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に 

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「 

育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定 

に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務 

の
承
認
を
受
け
た
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
職
員 

の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七 

年
広
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
等
条
例 

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め 

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
、
地
方
公
務
員
法
（ 

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二 

条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
若
し 

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以 

下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。 

）
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
等
条
例
第
二
条 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務 

時
間
を
、
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職 

員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
等
条
例
第
二
条 

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務 

時
間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
勤
務
時
間
等
条
例
第
二
条
第
一 

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ 

て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ 

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
。
次
項
に 

お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。 

一―
 

八 

（
略
）  

２ 

次
条
第
一
号
で
定
め
る
校
務
を
分
掌
す
る
教
育
職 

員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
前
項 

の
各
号
に
定
め
る
額
に
各
号
に
対
応
す
る
別
表
第
一 

又
は
別
表
第
二
の
備
考
二
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額 

と
す
る
。 

３ 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十

六
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
別
表
第
一

第
一
号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
又
は
市
町
立
学

校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に

関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三

年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
別
表
第
一
に

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
） 

第
四
条 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育

児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

承
認
を
受
け
た
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
職
員
の

勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年

広
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
等
条
例
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
、
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
等
条
例
第
二
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
、
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員

に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
勤
務
時
間
等
条
例
第
二
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
勤
務
時
間
等
条
例
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。 

  

一―
 

八 

（
略
） 

        
 

  



掲
げ
る
職
員
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
加
算
額
は
支

給
し
な
い
。 

４ 
給
与
条
例
附
則
第
八
項
又
は
市
町
立
学
校
職
員
給

与
等
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

員
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
同
項
中
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
」
と

あ
る
の
は
、
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
七

十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円

以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百

円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

 

第
四
条
の
二 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
は
、
次
の

各
号
の
校
務
の
種
類
に
応
じ
て
支
給
す
る
。 

 

一 

学
級
（
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
学
級
に
限
り
、

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

）
第
八
十
一
条
に
定
め
る
特
別
支
援
学
級
を
除

く
。
）
を
担
任
す
る
校
務 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
校
務 

  

２ 

給
与
条
例
附
則
第
八
項
又
は
市
町
立
学
校
職
員
給

与
等
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
同
項
中
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以

上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

 

 
 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）
 

職
員

の
区

分
 

職
務
の
級

  

号
 
給

 

１
 

 
級

 
２
 
 
級

 
特
 
２

 
級

 
３
 
 
級

 
４

 
 
級

 

  

定
年

 

前
再

 

任
用

 

短
時

 

間
勤

 

務
職

 

員
以

 

外
の

 

職
員

 

１
～
４

 
1
,
3
00
円

 
1
,
4
00
円
 

2
,
8
00
円
 

3
,
4
00
円

 
5
,
1
00
円
 

 

５
～
８

 
1
,
3
00 

1
,
6
00 

3
,
0
00 

3
,
5
00 

5
,
2
00 

 

９
～
1
2
 

1
,
4
00 

1
,
7
00 

3
,
2
00 

3
,
6
00 

5
,
3
00 

 

1
3
～

1
6 

1
,
5
00 

1
,
7
00 

3
,
3
00 

3
,
8
00 

5
,
4
00 

 

1
7
～

2
0 

1
,
6
00 

1
,
8
00 

3
,
4
00 

3
,
8
00 

5
,
5
00 

 

2
1
～

2
4 

1
,
7
00 

1
,
9
00 

3
,
5
00 

4
,
0
00 

5
,
6
00 

 

2
5
～

2
8 

1
,
8
00 

2
,
0
00 

3
,
7
00 

4
,
1
00 

 
 

 

2
9
～

3
2 

1
,
9
00 

2
,
1
00 

3
,
8
00 

4
,
1
00 

 
 

 

3
3
～

3
6 

1
,
9
00 

2
,
2
00 

3
,
9
00 

4
,
2
00 

 
 

 

3
7
～

4
0 

2
,
0
00 

2
,
3
00 

4
,
0
00 

4
,
4
00 

 
 

 

4
1
～

4
4 

2
,
2
00 

2
,
4
00 

4
,
0
00 

4
,
4
00 

 
 

 

4
5
～

4
8 

2
,
2
00 

2
,
6
00 

4
,
1
00 

4
,
6
00 

 
 

4
9
～

5
2 

2
,
3
00 

2
,
6
00 

4
,
2
00 

4
,
7
00 

 
 

5
3
～

5
6 

2
,
4
00 

2
,
8
00 

4
,
4
00 

4
,
7
00 

 
 

5
7
～

6
0 

2
,
4
00 

3
,
0
00 

4
,
4
00 

4
,
8
00 

 
 

6
1
～

6
4 

2
,
5
00 

3
,
2
00 

4
,
5
00 

4
,
9
00 

 
 

6
5
～

6
8 

2
,
6
00 

3
,
3
00 

4
,
7
00 

5
,
0
00 

 
 

6
9
～

7
2 

2
,
6
00 

3
,
4
00 

4
,
7
00 

5
,
1
00 

 
 

 



 
7
3
～

7
6 

2
,
7
00 

3
,
5
00 

4
,
7
00 

5
,
1
00 

 
 

7
7
～

8
0 

2
,
8
00 

3
,
7
00 

4
,
7
00 

5
,
2
00 

 
 

8
1
～

8
4 

2
,
8
00 

3
,
8
00 

4
,
8
00 

5
,
2
00 

 
 

8
5
～

8
8 

2
,
8
00 

3
,
8
00 

5
,
0
00 

 
 

 
 

8
9
～

9
2 

2
,
9
00 

3
,
9
00 

5
,
0
00 

 
 

 
 

9
3
～

9
6 

3
,
0
00 

4
,
0
00 

5
,
0
00 

 
 

 
 

9
7
～

1
0
0 

3
,
1
00 

4
,
1
00 

5
,
1
00 

 
 

 
 

1
0
1
～
1
04 

3
,
1
00 

4
,
2
00 

5
,
1
00 

 
 

 
 

1
0
5
～
1
08 

3
,
2
00 

4
,
3
00 

5
,
1
00 

 
 

 
 

1
0
9
～
1
12 

3
,
2
00 

4
,
4
00 

 
 

 
 

 
 

1
1
3
～
1
16 

3
,
2
00 

4
,
4
00 

 
 

 
 

 
 

1
1
7
～
1
20 

3
,
3
00 

4
,
5
00 

 
 

 
 

 
 

1
2
1
～
1
24 

3
,
3
00 

4
,
6
00 

 
 

 
 

 
 

1
2
5
～
1
28 

3
,
3
00 

4
,
7
00 

 
 

 
 

 
 

1
2
9
～
1
32 

 
 

4
,
7
00 

 
 

 
 

 
 

1
3
3
～
1
36 

 
 

4
,
7
00 

 
 

 
 

 
 

 

1
3
7
～
1
40 

 
 

4
,
7
00 

 
 

 
 

 
 

 

1
4
1
～
1
44 

 
 

4
,
7
00 

 
 

 
 

 
 

 

1
4
5
～
1
48 

 
 

4
,
8
00 

 
 

 
 

 
 

 

1
4
9
～
1
52 

 
 

4
,
9
00 

 
 

 
 

 
 

 

1
5
3
～
1
56 

 
 

4
,
9
00 

 
 

 
 

 
 

 

1
5
7 

 
 

4
,
9
00 

 
 

 
 

 

定
年

 

前
再

 

任
用

 

短
時

 

間
勤

 

務
職

 

員
 

 
2
,
2
00 

2
,
6
00 

3
,
2
00 

3
,
5
00 

4
,
4
00 

 

備
考

 

 
１
 
号
給
欄
中
「
１
～
４
」
等
と
あ
る
の
は
、
「
１
号
給
か
ら
４
号
給
ま
で
の
号
給
」
等
を
示
す
。

 

 
２
 
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
教
育
職
員
の
う
ち
、
第
４
条
の
２
第
１
号
で
定
め
る
校
務
を
分
掌
す
る
教

育
職
員
は
、
こ
の
表
の
額
に

3
,
0
0
0
円
を
加
算
す
る
。

 
 
 

３
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
４
条
の
２
第
１
号
で
定
め
る
校
務
を
分
掌
す
る
教
育
職
員
の
う

ち
、
一
つ
又
は
複
数
の
学
級
を
複
数
の
教
育
職
員
が
担
任
す
る
場
合
の
当
該
教
育
職
員
に
対
す
る
加
算

額
は
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

 

   



別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）
 

職
員

の
区

分
 

職
務
の
級

  

号
 
給

 
１

 
 
級

 
２
 
 
級

 
特
 
２

 
級

 
３
 
 
級

 
４

 
 
級

 

 

定
年

 

前
再

 

任
用

 

短
時

 

間
勤

 

務
職

 

員
以

 

外
の

 

職
員

 

１
～
４

 
1
,
3
00
円

 
1
,
7
00
円
 

2
,
8
00
円
 

4
,
0
00
円

 
5
,
1
00
円
 

 

５
～
８

 
1
,
3
00 

1
,
8
00 

3
,
0
00 

4
,
1
00 

5
,
2
00 

 

９
～
1
2
 

1
,
4
00 

1
,
9
00 

3
,
2
00 

4
,
1
00 

5
,
3
00 

 

1
3
～

1
6 

1
,
5
00 

2
,
0
00 

3
,
3
00 

4
,
2
00 

5
,
4
00 

 

1
7
～

2
0 

1
,
6
00 

2
,
1
00 

3
,
4
00 

4
,
4
00 

5
,
5
00 

 

2
1
～

2
4 

1
,
7
00 

2
,
2
00 

3
,
5
00 

4
,
4
00 

5
,
6
00 

 

2
5
～

2
8 

1
,
8
00 

2
,
3
00 

3
,
7
00 

4
,
6
00 

 
 

 

2
9
～

3
2 

1
,
9
00 

2
,
4
00 

3
,
8
00 

4
,
7
00 

 
 

 

3
3
～

3
6 

1
,
9
00 

2
,
6
00 

3
,
9
00 

4
,
7
00 

 
 

 

3
7
～

4
0 

2
,
0
00 

2
,
6
00 

4
,
0
00 

4
,
8
00 

 
 

 

4
1
～

4
4 

2
,
2
00 

2
,
8
00 

4
,
0
00 

4
,
9
00 

 
 

 

4
5
～

4
8 

2
,
2
00 

3
,
0
00 

4
,
1
00 

5
,
0
00 

 
 

4
9
～

5
2 

2
,
3
00 

3
,
2
00 
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定
年

 

前
再

 

任
用

 

短
時

 

間
勤

 

務
職

 

員
 

 
2
,
2
00 

2
,
6
00 

3
,
2
00 

3
,
5
00 

4
,
4
00 

 

備
考

 

 
１
 
号
給
欄
中
「
１
～
４
」
等
と
あ
る
の
は
、
「
１
号
給
か
ら
４
号
給
ま
で
の
号
給
」
等
を
示
す
。

 

 
２
 
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
教
育
職
員
の
う
ち
、
第
４
条
の
２
第
１
号
で
定
め
る
校
務
を
分
掌
す
る
教

育
職
員
は
、
こ
の
表
の
額
に

3
,
0
0
0
円
を
加
算
す
る
。

 
 
 

３
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
４
条
の
２
第
１
号
で
定
め
る
校
務
を
分
掌
す
る
教
育
職
員
の
う

ち
、
一
つ
又
は
複
数
の
学
級
を
複
数
の
教
育
職
員
が
担
任
す
る
場
合
の
当
該
教
育
職
員
に
対
す
る
加
算

額
は
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

 

附 

則 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


